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大阪府後期高齢者医療広域連合職員の給料に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和２年３月３１日 

 大阪府後期高齢者医療広域連合長 野田 義和 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規則第５号 

大阪府後期高齢者医療広域連合職員の給料に関する規則の一部を改正する規則 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合職員の給料に関する規則（平成１９年大阪府後期高齢者

医療広域連合規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

１ 行政職給料表級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 定型的な業務を行う職務又はこれに相当する職務 

２級 高度の知識若しくは経験を必要とする職務又はこれらに相当する職務 

３級 主査若しくは係長の職務又はこれに相当する職務 

４級 課長補佐若しくは主幹の職務又はこれに相当する職務 

５級 参事の職務又はこれに相当する職務 

６級 課長の職務又はこれに相当する職務 

７級 次長の職務又はこれに相当する職務 

８級 事務局長の職務又はこれに相当する職務 

２ 医療職給料表(一)級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 定型的な業務を行う技師の職務又はこれに相当する職務 

２級 高度の知識若しくは経験を必要とする技師の職務又はこれらに相当す

る職務 

３級 主査若しくは係長の職務又はこれに相当する職務 

４級 課長補佐若しくは主幹の職務又はこれに相当する職務 

５級 課長若しくは参事の職務又はこれに相当する職務 

３ 医療職給料表(ニ)級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 定型的な業務を行う技師の職務又はこれに相当する職務 
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２級 高度の知識若しくは経験を必要とする技師の職務又はこれらに相当す

る職務 

３級 主査若しくは係長の職務又はこれに相当する職務 

４級 課長補佐若しくは主幹の職務又はこれに相当する職務 

５級 課長若しくは参事の職務又はこれに相当する職務 

 別表第２を次のとおり改める。 

別表第２（第５条関係) 

１ 行政職給料表級別資格基準表 

学歴免許 
職務の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

大学卒 年 

０ 

年 

６ 

年 

９ 

年 

１３ 

別 に

定 め

る 

別に定

める 

別に定

める 

別に定

める 

短大卒 ０ ９ １２ １６ 別 に

定 め

る 

別に定

める 

別に定

める 

別に定

める 

高校卒 ０ １１ １４ １８ 別 に

定 め

る 

別に定

める 

別に定

める 

別に定

める 

備考 学歴免許欄に掲げる「大学卒」は大学卒業程度の能力を有する者を対象とする試験

又は選考を示し、「短大卒」は短期大学卒業程度の能力を有する者を対象とする試験又

は選考を示し、「高校卒」は高等学校卒業程度の能力を有する者を対象とする試験又は

選考を示し、それぞれの基準学歴は、学歴免許資格区分表の基準学歴区分欄に掲げる区

分とする。 

２ 医療職給料表(一)級別資格基準表 

職種 学歴免許等 
職務の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

薬剤師 大学６卒 年 

０ 

年 

２．５ 

年 

４ 

年 

１２ 

別に定める 

大学卒 ０ ５ ６ １４ 別に定める 

栄養士 大学卒 ０ ５ ６ １４ 別に定める 
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短大卒 ０ ８ ９ １７ 別に定める 

歯科衛生士 短大卒 ０ ８ ９ １７ 別に定める 

高校専攻科卒 ０ ９ １０ １８ 別に定める 

備考 薬剤師、栄養士、歯科衛生士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験

年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。 

３ 医療職給料表(ニ)級別資格基準表 

職種 学歴免許等 
職務の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

保健師及び

看護師 大学卒 

年 

０ 

年 

４ 

年 

６ 

別に定める 別に定める 

短大卒 ０ ６ ８ 別に定める 別に定める 

准看護師 准看護師養成所卒 ０ ９ １１ 別に定める 別に定める 

その他 大学卒 ０   別に定める 別に定める 

短大卒 ０   別に定める 別に定める 

准看護師養成所卒 ０   別に定める 別に定める 

備考  

１ 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法（昭和２３年法律

第２０３号)第２２条第１号又は第２号に規定する学校又は養成所（平成１３年法律

第１５３号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第２２条第１号又は第２号に規定す

る学校又は養成所を含む。）の卒業を示す。 

２ 保健師、看護師及び準看護師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験

年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。 

３ 職種欄の「その他」の区分の適用を受ける職員の経験年数については、広域連合長

が別に定める。 

別表第４を次のように改める。 

１ 行政職給料表初任給基準表 

学歴免許 初任給 

大学卒 １級２９号給 

短大卒 １級１９号給 

高校卒 １級９号給 
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備考 学歴免許欄に掲げる「大学卒」、「短大卒」及び「高校卒」の区分及びその基準学歴

は、級別資格基準表の備考に定めるところによるものとする。 

２ 医療職給料表(一)初任給基準表 

職種 学歴免許等 初任給 

薬剤師 大学６卒 １級３５号給 

大学卒 １級２５号給 

栄養士 大学卒 １級２５号給 

短大卒 １級１５号給 

歯科衛生士 短大卒 １級１５号給 

高校専攻科卒 １級１１号給 

備考 学歴免許欄に掲げる「大学卒」、「短大卒」及び「高校卒」の区分及びその基準学歴

は、級別資格基準表の備考に定めるところによるものとする。 

３ 医療職給料表(ニ)初任給基準表 

職種 学歴免許等 初任給 

保健師及び

看護師 

大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

短大２卒 １級１７号給 

准看護師 准看護師養成所卒 １級５号給 

その他 大学卒 １級２５号給 

短大３卒 １級２１号給 

短大２卒 １級１７号給 

准看護師養成所卒 １級５号給 

備考 

１ この表の「准看護師養成所卒」については、医療職給料表（ニ）級別資格基準表の

備考の１に定めるところによるものとする。 

２ 保健師、看護師及び准看護師に第９条の規定を適用する場合の経験年数について

は、医療職給料表(ニ)級別資格基準表の備考の２を準用する。 

３ 職種欄の「その他」の区分の適用を受ける職員の経験年数については、医療職給料

表(ニ)級別資格基準表の備考の３を準用する。 

４ 准看護師の業務に３年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第２１条第４
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号の規定に該当した者で助産師又は看護師となったものにこの表を適用する場合にお

ける初任給欄の号給は、それぞれ「短大３卒」にあっては１級２９号給、「短大２

卒」にあっては１級２５号給とする。 

別表第５を次のとおり改める。 

別表第５（第８条関係） 学歴免許資格区分表 

学歴免許の区分 
学歴免許の資格 

基準学歴区分 学歴区分 

大学卒 

 

１ 博士課程修了 (1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）によ

る大学院博士課程の修了 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

２ 修士課程修了 (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

３ 専門職学位課

程修了 

学校教育法による専門職大学院学位課程の修了 

４ 大学６卒 (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に

関する学科（同法第８５条ただし書に規定する

学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く

場合における相当の組織を含む。以下同じ。）又

は薬学若しくは獣医学に関する学科（修業年限

６年のものに限る。)の卒業 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

５ 大学専攻科卒 (1) 学校教育法による４年制の大学の専攻科の卒

業 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

６ 大学４卒 (1) 学校教育法による４年制の大学の卒業 

(2) 気象大学校大学部（修業年限４年のものに限

る。）の卒業 

(3) 海上保安大学校本科の卒業 

(4) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免
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許の資格 

短大卒 １ 短大３卒 (1) 学校教育法による３年制の短期大学の卒業又

は専門職大学の修業年限３年の前期課程の修了 

(2) 学校教育法による２年制の短期大学の専攻科

の卒業 

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒

業 

(4) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

２ 短大２卒 (1) 学校教育法による２年制の短期大学の卒業又

は専門職大学の修業年限２年の前期課程の修了 

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又

は特別支援学校の専攻科（２年制の短期大学と

同程度とみなされる修業年限２年以上のものに

限る。）の卒業 

(4) 航空保安大学校本科の卒業 

(5) 海上保安学校本科の修業年限２年の課程の卒

業 

(6) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

 ３ 短大１卒 (1) 海上保安学校本科の修業年限１年の課程の卒

業 

  (2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

高校卒 １ 高校専攻科卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又

は特別支援学校の専攻科の卒業 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

２ 高校３卒 (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育

学校又は特別支援学校（同法第７６条第２項に

規定する高等部に限る。）の卒業 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 



7 

 

３ 高校２卒 (1) 保健師助産師看護師法（昭和２２年法律第２

０３号）による准看護師学校又は准看護師養成

所の卒業 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

中学卒  (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若し

くは特別支援学校（同法第７６条第１項に規定

する中学部に限る。）の卒業又は中等教育学校の

前期課程の修了 

(2) 上記に相当すると広域連合長が認める学歴免

許の資格 

備考 この表の「特別支援学校」には平成１８年法律第８０号による改正前の学校教育法

による盲学校、聾
ろう

学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成１３年法律第１５３

号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」に

は同法による准看護婦養成所を含むものとする。 

別表第７から別表第９を次のとおり改める。 

別表第７（第１２条関係） 

１ 行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

昇給後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １  

３ １ １ １ １ １ １  

４ １ １ １ １ １ １  

５ １ １ １ １ １ １  

６ １ １ １ １ １ １  

７ １ １ １ １ １ １  

８ １ １ １ １ １ １  

９ １ １ １ １ １ １  

１０ １ １ １ ２ １ １  
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１１ １ １ １ ３ １ １  

１２ １ １ １ ４ １ １  

１３ １ １ １ ５ １ １  

１４ １ ２ １ ６ １ １  

１５ １ ３ １ ７ １ １  

１６ １ ４ １ ８ １ １  

１７ １ ５ １ ９ １ １  

１８ １ ６ １ １０ ２ １  

１９ １ ７ １ １１ ３ １  

２０ １ ８ １ １２ ４ １  

２１ １ ９ １ １３ ５ １  

２２ １ １０ １ １４ ６ １  

２３ １ １１ １ １５ ７ １  

２４ １ １２ １ １６ ８ １  

２５ １ １３ １ １７ ９ １  

２６ １ １４ １ １７ １０ １  

２７ １ １５ １ １８ １１ １  

２８ １ １６ １ １８ １２ １  

２９ １ １７ １ １９ １３ １  

３０ １ １８ ２ １９ １４ １  

３１ １ １９ ３ ２０ １５ １  

３２ １ ２０ ４ ２０ １６ １  

３３ １ ２１ ５ ２１ １７ １  

３４ １ ２２ ６ ２１ １７ １  

３５ １ ２３ ７ ２２ １７ １  

３６ １ ２４ ８ ２２ １７ １  

３７ １ ２５ ９ ２３ １７ １  

３８ １ ２６ １０ ２３ １８ １  

３９ １ ２７ １１ ２４ １８ １  

４０ １ ２８ １２ ２４ １８ １  

４１ １ ２９ １３ ２５ １８ １  

４２ １ ３０ １４ ２５ １８ １  

４３ １ ３１ １５ ２５ １９ １  
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４４ １ ３２ １６ ２５ １９ １  

４５ １ ３３ １７ ２６ １９ １  

４６ １ ３４ １８ ２６ １９   

４７ １ ３５ １９ ２６ １９   

４８ １ ３６ ２０ ２６ ２０   

４９ １ ３７ ２１ ２７ ２０   

５０ ２ ３８ ２２ ２７ ２０   

５１ ３ ３９ ２３ ２７ ２０   

５２ ４ ４０ ２４ ２７ ２０   

５３ ５ ４１ ２５ ２８ ２１   

５４ ６ ４２ ２６ ２８ ２１   

５５ ７ ４３ ２７ ２８ ２２   

５６ ８ ４４ ２８ ２８ ２２   

５７ ９ ４５ ２９ ２９ ２３   

５８ １０ ４５ ２９ ２９    

５９ １１ ４５ ３０ ２９    

６０ １２ ４６ ３０ ２９    

６１ １３ ４６ ３１ ２９    

６２ １４ ４６ ３１ ３０    

６３ １５ ４７ ３２ ３０    

６４ １６ ４７ ３２ ３０    

６５ １７ ４７ ３３ ３０    

６６ １８ ４８ ３３ ３０    

６７ １９ ４８ ３３ ３１    

６８ ２０ ４８ ３４ ３１    

６９ ２１ ４９ ３４ ３１    

７０ ２２ ４９ ３４ ３１    

７１ ２３ ４９ ３５ ３１    

７２ ２４ ５０ ３５ ３２    

７３ ２５ ５０ ３５ ３２    

７４ ２６ ５０ ３６     

７５ ２７ ５１ ３６     

７６ ２８ ５１ ３６     
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７７ ２９ ５１ ３７     

７８ ３０ ５２ ３７     

７９ ３１ ５２ ３７     

８０ ３２ ５２ ３７     

８１ ３３ ５３ ３８     

８２ ３４ ５３ ３８     

８３ ３５ ５３ ３８     

８４ ３６ ５３ ３８     

８５ ３７ ５３ ３９     

８６ ３８ ５４ ３９     

８７ ３９ ５４ ３９     

８８ ４０ ５４ ３９     

８９ ４１ ５４ ４０     

９０ ４１ ５４ ４０     

９１ ４２ ５５ ４０     

９２ ４２ ５５ ４０     

９３ ４３ ５５ ４１     

９４ ４３ ５５ ４１     

９５ ４４ ５５ ４１     

９６ ４４ ５６ ４２     

９７ ４５ ５６ ４２     

９８ ４５ ５６ ４２     

９９ ４６ ５６ ４３     

１００ ４６ ５６ ４３     

１０１ ４７ ５７ ４３     

１０２ ４７ ５７      

１０３ ４８ ５７      

１０４ ４８ ５７      

１０５ ４９ ５８      

１０６ ４９ ５８      

１０７ ４９ ５８      

１０８ ４９ ５８      

１０９ ４９ ５９      
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１１０ ５０ ５９      

１１１ ５０ ５９      

１１２ ５０ ５９      

１１３ ５０ ６０      

１１４ ５０       

１１５ ５１       

１１６ ５１       

１１７ ５１       

１１８ ５１       

１１９ ５１       

１２０ ５２       

１２１ ５２       

１２２ ５２       

１２３ ５２       

１２４ ５２       

１２５ ５３       

１２６ ５３       

１２７ ５３       

１２８ ５３       

１２９ ５３       

１３０ ５３       

１３１ ５３       

１３２ ５４       

１３３ ５４       

１３４ ５４       

１３５ ５４       

１３６ ５４       

１３７ ５４       

１３８ ５４       

１３９ ５５       

１４０ ５５       

１４１ ５５       

１４２ ５５       
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１４３ ５５       

１４４ ５５       

１４５ ５５       

１４６ ５６       

１４７ ５６       

１４８ ５６       

１４９ ５６       

１５０ ５６       

１５１ ５６       

１５２ ５６       

１５３ ５７       

１５４ ５７       

１５５ ５８       

１５６ ５８       

１５７ ５９       

２ 医療職（一）給料表昇格時号給対応表 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

昇給後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 
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１４ １ １ １ １ 

１５ １ １ １ １ 

１６ １ １ １ １ 

１７ １ １ １ １ 

１８ １ ２ ２ ２ 

１９ １ ３ ３ ３ 

２０ １ ４ ４ ４ 

２１ １ ５ ５ ５ 

２２ １ ６ ６ ６ 

２３ １ ７ ７ ７ 

２４ １ ８ ８ ８ 

２５ １ ９ ９ ９ 

２６ １ １０ １０ １０ 

２７ １ １１ １１ １１ 

２８ １ １２ １２ １２ 

２９ １ １３ １３ １３ 

３０ １ １４ １４ １４ 

３１ １ １５ １５ １５ 

３２ １ １６ １６ １６ 

３３ １ １７ １７ １７ 

３４ １ １８ １８ １８ 

３５ １ １９ １９ １９ 

３６ １ ２０ ２０ ２０ 

３７ １ ２１ ２１ ２１ 

３８ １ ２２ ２２ ２２ 

３９ １ ２３ ２３ ２３ 

４０ １ ２４ ２４ ２４ 

４１ １ ２５ ２５ ２５ 

４２ １ ２６ ２６ ２５ 

４３ １ ２７ ２７ ２５ 

４４ １ ２８ ２８ ２５ 

４５ １ ２９ ２９ ２５ 

４６ １ ２９ ２９ ２５ 
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４７ １ ３０ ２９ ２６ 

４８ １ ３０ ３０ ２６ 

４９ １ ３１ ３０ ２６ 

５０ ２ ３１ ３０ ２６ 

５１ ３ ３２ ３１ ２６ 

５２ ４ ３２ ３１ ２６ 

５３ ５ ３３ ３１ ２７ 

５４ ６ ３３ ３２ ２７ 

５５ ７ ３４ ３２ ２７ 

５６ ８ ４４ ３２ ２７ 

５７ ９ ３５ ３３ ２７ 

５８ １０ ３５ ３３ ２７ 

５９ １１ ３６ ３４ ２８ 

６０ １２ ３６ ３４ ２８ 

６１ １３ ３７ ３５ ２８ 

６２ １４ ３７ ３５ ２８ 

６３ １５ ３８ ３６ ２８ 

６４ １６ ３８ ３６ ２８ 

６５ １７ ３９ ３７ ２９ 

６６ １８ ３９ ３７ ２９ 

６７ １９ ４０ ３７ ２９ 

６８ ２０ ４０ ３７ ３０ 

６９ ２１ ４１ ３８ ３０ 

７０ ２２ ４１ ３８ ３０ 

７１ ２３ ４１ ３８ ３１ 

７２ ２４ ４１ ３８ ３１ 

７３ ２５ ４２ ３９ ３１ 

７４ ２６ ４２ ３９  

７５ ２７ ４２ ３９  

７６ ２８ ４２ ３９  

７７ ２９ ４３ ４０  

７８ ３０ ４３ ４０  

７９ ３１ ４３ ４０  
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８０ ３２ ４３ ４０  

８１ ３３ ４４ ４１  

８２ ３４ ４４ ４１  

８３ ３５ ４４ ４１  

８４ ３６ ４４ ４１  

８５ ３７ ４５ ４２  

８６ ３７ ４５ ４２  

８７ ３８ ４５ ４２  

８８ ３８ ４５ ４２  

８９ ３９ ４５ ４３  

９０ ３９ ４５ ４３  

９１ ４０ ４６ ４３  

９２ ４０ ４６ ４３  

９３ ４１ ４６ ４４  

９４ ４１ ４６ ４４  

９５ ４２ ４６ ４４  

９６ ４２ ４６ ４４  

９７ ４３ ４７ ４５  

９８ ４３ ４７   

９９ ４４ ４７   

１００ ４４ ４７   

１０１ ４５ ４７   

１０２ ４５ ４７   

１０３ ４５ ４８   

１０４ ４５ ４８   

１０５ ４５ ４８   

１０６ ４６    

１０７ ４６    

１０８ ４６    

１０９ ４６    

１１０ ４６    

１１１ ４７    

１１２ ４７    
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１１３ ４７    

１１４ ４７    

１１５ ４７    

１１６ ４８    

１１７ ４８    

１１８ ４８    

１１９ ４８    

１２０ ４８    

１２１ ４９    

１２２ ４９    

１２３ ４９    

１２４ ４９    

１２５ ４９    

１２６ ４９    

１２７ ４９    

１２８ ４９    

１２９ ５０    

１３０ ５０    

１３１ ５０    

１３２ ５０    

１３３ ５０    

１３４ ５０    

１３５ ５０    

１３６ ５０    

１３７ ５１    

１３８ ５１    

１３９ ５１    

１４０ ５１    

１４１ ５１    

１４２ ５１    

１４３ ５１    

１４４ ５１    

１４５ ５２    
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１４６ ５２    

１４７ ５２    

１４８ ５２    

１４９ ５２    

１５０ ５２    

１５１ ５２    

１５２ ５２    

１５３ ５３    

１５４ ５３    

１５５ ５４    

１５６ ５４    

１５７ ５５    

３ 医療職（二）給料表昇格時号給対応表 

昇格した

日の前日

に受けて

いた号給 

昇給後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ １ 

１１ １ １ １ １ 

１２ １ １ １ １ 

１３ １ １ １ １ 

１４ １ ２ １ １ 

１５ １ ３ １ １ 

１６ １ ４ １ １ 
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１７ １ ５ １ １ 

１８ １ ６ ２ １ 

１９ １ ７ ３ １ 

２０ １ ８ ４ １ 

２１ １ ９ ５ １ 

２２ １ １０ ６ ２ 

２３ １ １１ ７ ３ 

２４ １ １２ ８ ４ 

２５ １ １３ ９ ５ 

２６ １ １４ １０ ６ 

２７ １ １５ １１ ７ 

２８ １ １６ １２ ８ 

２９ １ １７ １３ ９ 

３０ １ １８ １４ １０ 

３１ １ １９ １５ １１ 

３２ １ ２０ １６ １２ 

３３ １ ２１ １７ １３ 

３４ １ ２２ １８ １４ 

３５ １ ２３ １９ １５ 

３６ １ ２４ ２０ １６ 

３７ １ ２５ ２１ １７ 

３８ ２ ２６ ２２ １８ 

３９ ３ ２７ ２３ １９ 

４０ ４ ２８ ２４ ２０ 

４１ ５ ２９ ２５ ２１ 

４２ ６ ３０ ２６ ２２ 

４３ ７ ３１ ２７ ２３ 

４４ ８ ３２ ２８ ２４ 

４５ ９ ３３ ２９ ２５ 

４６ １０ ３４ ３０ ２６ 

４７ １１ ３５ ３１ ２７ 

４８ １２ ３６ ３２ ２８ 

４９ １３ ３７ ３３ ２９ 
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５０ １４ ３８ ３４ ２９ 

５１ １５ ３９ ３５ ３０ 

５２ １６ ４０ ３６ ３０ 

５３ １７ ４１ ３７ ３１ 

５４ １８ ４２ ３８ ３１ 

５５ １９ ４３ ３９ ３２ 

５６ ２０ ４４ ４０ ３２ 

５７ ２１ ４５ ４１ ３３ 

５８ ２２ ４６ ４２ ３４ 

５９ ２３ ４７ ４３ ３５ 

６０ ２４ ４８ ４４ ３６ 

６１ ２５ ４９ ４５ ３７ 

６２ ２６ ５０ ４５ ３７ 

６３ ２７ ５１ ４６ ３７ 

６４ ２８ ５２ ４６ ３８ 

６５ ２９ ５３ ４７ ３８ 

６６ ３０ ５４ ４７ ３８ 

６７ ３１ ５５ ４８ ３９ 

６８ ３２ ５６ ４８ ３９ 

６９ ３３ ５７ ４９ ３９ 

７０ ３４ ５８ ５０ ４０ 

７１ ３５ ５９ ５１ ４０ 

７２ ３６ ６０ ５２ ４０ 

７３ ３７ ６１ ５３ ４１ 

７４ ３８ ６２ ５３ ４１ 

７５ ３９ ６３ ５４ ４１ 

７６ ４０ ６４ ５４ ４１ 

７７ ４１ ６５ ５５ ４１ 

７８ ４２ ６６ ５５ ４１ 

７９ ４３ ６７ ５６ ４１ 

８０ ４４ ６８ ５６ ４２ 

８１ ４５ ６９ ５７ ４２ 

８２ ４６ ６９ ５７ ４２ 
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８３ ４７ ７０ ５８ ４２ 

８４ ４８ ７０ ５８ ４２ 

８５ ４９ ７１ ５９ ４２ 

８６ ５０ ７１ ５９ ４２ 

８７ ５１ ７２ ６０ ４３ 

８８ ５２ ７２ ６０ ４３ 

８９ ５３ ７３ ６１ ４３ 

９０ ５４ ７４ ６１ ４３ 

９１ ５５ ７５ ６１ ４３ 

９２ ５６ ７６ ６１ ４３ 

９３ ５７ 7７ ６１ ４３ 

９４ ５８ ７７ ６２ ４４ 

９５ ５９ ７８ ６２ ４４ 

９６ ６０ ７８ ６２ ４４ 

９７ ６１ ７９ ６２ ４４ 

９８ ６２ ７９ ６２  

９９ ６３ ８０ ６３  

１００ ６４ ８０ ６３  

１０１ ６５ ８１ ６３  

１０２ ６６ ８２ ６３  

１０３ ６７ ８３ ６３  

１０４ ６８ ８４ ６４  

１０５ ６９ ８５ ６４  

１０６ ７０ ８５ ６４  

１０７ ７１ ８５ ６４  

１０８ ７２ ８６ ６４  

１０９ ７３ ８６ ６５  

１１０ ７４ ８６ ６５  

１１１ ７５ ８７ ６６  

１１２ ７６ ８７ ６６  

１１３ ７７ ８７ ６７  

１１４ ７８ ８８   

１１５ ７９ ８８   
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１１６ ８０ ８８   

１１７ ８１ ８９   

１１８ ８１ ８９   

１１９ ８１ ９０   

１２０ ８２ ９０   

１２１ ８２ ９１   

１２２ ８２ ９１   

１２３ ８３ ９２   

１２４ ８３ ９２   

１２５ ８３ ９３   

１２６ ８４    

１２７ ８４    

１２８ ８４    

１２９ ８５    

１３０ ８５    

１３１ ８５    

１３２ ８５    

１３３ ８６    

１３４ ８６    

１３５ ８６    

１３６ ８６    

１３７ ８７    

１３８ ８７    

１３９ ８７    

１４０ ８７    

１４１ ８８    

１４２ ８８    

１４３ ８８    

１４４ ８８    

１４５ ８９    

１４６ ８９    

１４７ ８９    

１４８ ８９    
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１４９ ９０    

１５０ ９０    

１５１ ９０    

１５２ ９０    

１５３ ９１    

１５４ ９１    

１５５ ９１    

１５６ ９１    

１５７ ９２    

１５８ ９２    

１５９ ９２    

１６０ ９２    

１６１ ９３    

１６２ ９３    

１６３ ９４    

１６４ ９４    

１６５ ９５    

別表第８（第１６条関係） 昇給号給数表 

昇給の区分 
第１号 

区分 

第２号 

区分 

第３号 

区分 

第４号 

区分 

第５号 

区分 

昇給の号給数 
４号給 ４号給 ４号給 ３又は１号給 ０号給 

２号給 ２号給 ２号給 １又は０号給 ０号給 

備考 この表に定める上段の号給数は条例第６条第３項の規定の適用を受ける職員以外の

職員に、下段の号給数は同項の適用を受ける職員に適用する。 

別表第９（第２２条関係） 休職期間等調整換算表 

理由 
引き続き勤務しない期間に

ついての換算率 

条例第２９条第１項及び第７項又は公務上の負傷若し

くは疾病若しくは通勤（地方公務員災害補償法（昭和４

２年法律第１２１号）第２条第２項及び第３項に規定す

る通勤をいう。）による負傷若しくは疾病に係る療養 

３／３以下 
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大阪府後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成１９年大阪府後期高齢者医療

広域連合条例第９号。以下この表において「勤務時間条

例」という。）第１５条第１項に規定する介護休暇 

条例第２９条第２項、第３項及び第４項の休職、勤務時

間条例第１３条第１項に規定する病気休暇又は私傷病

による療養 

１／３以下。ただし、結核性

疾患にあっては１／２以下

とすることができる。 

大阪府後期高齢者医療広域連合職員の分限に関する条

例（平成１９年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第５

号）第２条の休職（条例第２９条第７項に該当するもの

を除く。） 

１／３以下 

条例第２９条第５項の休職 ０。ただし、無罪判決を受け

た場合は、事情により３／３

以下とすることができる。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 


